
大和市教育委員会が委嘱する非常勤特別職の設置等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

平成２７年２月６日 

大和市教育委員会 

委員長 青 蔭 文 雄 

 

大和市教育委員会規則第１号 

   大和市教育委員会が委嘱する非常勤特別職の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 大和市教育委員会が委嘱する非常勤特別職の設置等に関する規則（平成２０年大和市教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別表教科指導員の項の次に次のように加える。 

放課後寺子屋やまとコーディ

ネーター 

１９人

以内 

児童の学力向上に資するため、放課後寺

子屋やまとの企画運営及び教員の指導

力向上のための支援を行う。 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


